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「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内 

受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙 

防止対策助成金」（都道府県労働局）を受けられない事業者（労働者災害補償保険の適用を

受けない事業主（一人親方等））が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費に

ついて助成します。 

１ 令和５年度における助成対象 

次のすべてに該当する事業主が対象です。 

① 労災保険の適用対象外の個人事業主  

② 生活衛生関係営業を営む、健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主 

③ 事業場内において、喫煙専用室を設置する等の受動喫煙防止措置を講じるとともに、

当該措置区域以外を禁煙とする事業主 

２ 助成率、助成額 

喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費などの 2/3  

上限 100万円 

詳細は https://www.seiei.or.jp/smoking/index.html 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター  電話：026-235-3612  

＊労災保険の適用を受ける事業主を対象にした助成については、         

長野労働局健康安全課（電話 026-223-0554）までお問い合わせください。  



第１回理事会を開催しました 

 

５月 18日（木）、長野市のホテル国際 21で、長野 

県生活衛生営業指導センター及び長野県生活衛生同 

業組合連合会の令和５年度第１回理事会を開催しま 

した。 

理事会では、令和４年度事業報告及び会計決算につい 

て審議し、いずれも原案どおり可決承認されました。 

６月８日（木）に開催される指導センター評議員会 

及び連合会総会に、令和４年度事業について報告する 

とともに、会計決算について提案し承認を求めること 

になりました。 

                   

 

～～ 令和４年度に指導センターが実施した主な事業 ～～ 

 

 １ 生活衛生営業経営相談・指導事業          

(1) 生活衛生営業相談室の開設                                                  

(2) 経営指導員巡回指導 

(3) 生活衛生営業特別指導事業 

(4) 生衛融資に係る業務 

 (5) 税務講習会 

 ２ 苦情処理事業 

３ 研修事業 

(1) 経営特別相談員研修会 

(2) 信州経営塾          

４ 広報誌「フレッシュ生衛信州」の発行 

５ ホームページによる情報提供 

６ 標準営業約款登録事業 

  (1) 広報事業 

(2) 標準営業約款推進長野県協議会の開催 

７ 後継者育成支援事業 

(1) 後継者育成支援協議会の開催 

(2) インターンシップ事業の実施 

８ 全国生活衛生営業指導センター委託事業等 

(1) 景気動向等調査 

(2) 生衛業デジタル化推進モデル事業 

(3) 経営支援緊急対策事業  

(4) 衛生水準の確保・向上事業 

(5) クリーニング師研修、クリーニング従事者講習 

(6) 生衛業受動喫煙防止対策事業 

 

 

 

 

 

 



栄えある受章 おめでとうございます 

～永年にわたり生活衛生の発展と向上に尽力されたご功績により受章されました～ 

令和５年春の叙勲 旭日双光章 

澤 文一 氏（ 前 長野県食肉生活衛生同業組合理事長・ 

前（公財）長野県生活衛生営業指導センター理事長） 

 

栄えある受章をお慶び申し上げますとともに、今後のますますの 

ご活躍をお祈り申し上げます。 

 

指導センター専門相談窓口をご利用ください 

長野県生活衛生営業指導センターでは、新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受け 

ている生活衛生営業者の皆様からの幅広い相談に、ワンストップで対応できる専門相談窓口

を開設しています。（生活衛生関係営業経営支援緊急対策事業） 

１ 個別相談の実施内容 

専門家（中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・弁護士・行政書士）及び経営指導

員が相談に応じます。相談は無料です。 

相談内容 ①国の支援施策の利用・申請 

     ②県・市等支援施策の利用・申請 

     ③生活衛生貸付等融資の利用 

     ④コロナ禍における経営相談等 

相談場所 ①長野県生活衛生営業指導センター（長野市妻科） 

     ②営業店舗等 ※専門家を派遣します 

２ 実施期間 

  令和５年 12月 28日まで  （ 平日 10：00～16:30 ） 

３ 申込方法 

「無料相談申込書」（４月号最終ページに掲載）を FAX送信（または、電話・メールで連

絡）してください。センターで相談内容を確認し、専門家との日程調整などを行います。 

問い合わせ先 長野県生活衛生営業指導センター 電話：026-235-3612           

   

令和５年６月の行事予定 

６月８日（木）  12:50～  第２回 指導センター及び連合会理事会 

           13:15～  指導センター定時評議員会  

14:15～  連合会定時総会 連合会会長表彰式 

           15:15～  第３回 指導センター及び連合会理事会  

15:30～ 信州経営塾セミナー                  （長野市 ホテル国際21） 

 

   

 

 

 

公益財団法人 長野県生活衛生営業指導センター 
[一般社団法人 長野県生活衛生同業組合連合会] 

〒380-0872長野市南長野妻科 426-1 長野県建築士会館３F 

  電話：026-235-3612 FAX：026-234-0369  E-mail：naganocenter@seiei.or.jp 

 


